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無断転載・無断複製禁止 

学習目標（第１及び第２） 

法律の試験問題に対してどのように解答をするのか，この点に関する具体的なイメー

ジを早期に持つことが，合格するための正しい試験勉強をするためには，非常に重要で

す。そこで，ここでは，問題と解答例を見比べながら，なぜこのような解答になるのか，

このような解答を作成するためにはどのような勉強をする必要があるのか，という点に

ついて確認します。 

 

第１ 法律答案作成の基礎  

１ 論点のないケース⑴ 

〖例題１（民法）〗 

Ａは，令和２年４月１日，Ｂとの間で，Ａ所有の絵画甲を代金 100 万円で売る旨の契

約（以下「本件契約」という。）を締結し，同日，絵画甲をＢに引き渡した。本件契約締

結の際，契約書その他一切の書面は作成されなかったが，代金の支払期日は，同年５月

31日と定められた。しかし，同年５月 31日が到来した後も，Ｂは，Ａに代金 100万円の

支払をしていない。この場合，Ａは，Ｂに対し，100万円の支払を請求することができる

か。 

 

 

 

〖解答例１〗（丁寧に論じた場合） 

 ＡのＢに対する請求の根拠は，売買契約（民法 555 条）であると考えられる。売買契

約の成立要件は，当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し（①財産権

移転の合意），相手方がこれに対してその代金を支払うことを約すること（②代金支払の

合意）である。本件契約は，Ａが絵画甲の所有権をＢに移転することを約し，Ｂがこれ

に対してその代金 100 万円を支払うことを約するものであるから，①及び②を満たす。

したがって，ＡＢ間では，Ａを売主，Ｂを買主とする売買契約が成立している。そのた

め，Ｂは，Ａに対して代金支払義務を負う。                          

 よって，Ａは，Ｂに対し，売買契約に基づいて，100万円の支払を請求することができ

る。                                   以上            

 

〖解答例２〗（簡潔に論じた場合） 

 Ａは，Ｂに対し，売買契約（民法 555条）に基づいて，100万円の支払を請求すること

ができる。なぜなら，本件契約は，Ａが絵画甲の所有権をＢに移転することを約し，Ｂ

がこれに対してその代金 100 万円を支払うことを約するものであるため，その締結によ

りＡＢ間に売買契約が成立しているからである。               以上                         


